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1-1. 賃貸不動産管理業務の整理
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1-2. 賃貸不動産管理会社の業務構造

世の中の大多数の賃貸不動産管理会社は、

管理1.0～2.0にあたる入居者トラブル、家賃滞納、設備故障対応等に追われ、

地域価値共創に寄与する時間的な余裕がないと考えられます。
3
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1-3. 属人性とそれ故の対外的な波及の難しさ

▲ 地域での取組に関する調査研究報告書例 ※個人名等が確認できる部分をブランクにしております

SAMPLE

一方、数少ない地域に根付いた不動産会社や賃貸不動産管理会社の取り組みを、
私たちは「地域守り」と名付け、10年以上前から個別に取材・発信してきました。

4

しかし、この「地域守り」の方々がやっている事業は極めて属人性が高く、
またボランティア的な奉仕活動によってなんとか成り立っているのが現状です。

⇒ 事業として継続（承継）させたり、対外的に広げるには限界があると思われます。
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2-1. 賃貸住宅管理業登録制度の登録状況と内訳

⑧会員数母数 備考

②÷①
（③÷①）
（④÷①）
（⑤÷①）
（⑥÷①）

④÷②
会員母数に対

する比率
（⑦÷⑧）

②R7.4.1時点
④R7.3.31時点
⑤R5.5月末時点

① 10,014 12月31日/9,769社

② 　宅建協会会員 6,902 68.9% 6.8% 101,550 〃　/6,769社

③
　　　宅建協会会員（全宅管理非会員）
　　　※②-④

3,894 38.9% 〃　/3,799社

④ 　全宅管理会員 3,008 30.0% 43.6% 43.3% 6,946 〃　/2,970社

　 　

　 　 　　

⑦R7.9.30
現在

比率

登録業者数

事業案内パンフ掲載

宅建協会会員ではあるが、全宅管理の会員
でない登録業者の方々に対して、事業案内
パンフレットを送付する等、入会促進と並行
した登録促進を継続的に図っております。

▲ 宅建協会関係のみを抜粋した登録状況

登録業者の
約7割が宅建協会系

▲ 全宅管理の事業案内パンフ 6
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2-２. 登録促進に向けた全宅管理の対応

全宅管理では会員に対し管理業法上で交付等が義務付けされて
いる全ての書式について、管理業法の規定に対応したひな形の
提供を行っております。
非登録会員に向けては、管理業法の意義や役割をその都度ご説
明して、登録を促すように努めております。

既存会員には管理業法の
内容が正しく理解されるよう
WEBマニュアルを作成・周知。

▼ 会員限定で公開しているWEBマニュアルの一部

賃貸不動産管理関係書式ダウンロード

▲ 全宅管理HP・契約書式ダウンロードの一部 7
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2-3. 更なる促進と認知度向上に向けた提言

シンボルマークやステッカー等の作成例
（街場の不動産業者さんの多くはステッカーや上り旗を掲示して下さいます。）

▲ 任意制度時代のシンボルマーク

▼ ステッカー等の店頭への掲載イメージ
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3-1. 賃貸不動産管理業の目指すべき方向性

▼ 賃貸住宅管理業のあり方の検討に係る有識者会議（第１回）資料より
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3-2. 災害対策（震災対応マニュアルの作成と頒布）

平成23年3月に発生した東日本大震災において会員がそれぞれの地で震災発生時に
体験した衝撃的な事実とそこから得た貴重な経験と教訓、そして当時の対応等を取り纏
めた内容です。
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3-2. 災害対策（震災対応マニュアルの作成と頒布）
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「賃貸住宅」は、貸主にとっては大切な資産であり、借主にとっては生活の基盤となる
大切な住まいでもあるため、賃貸住宅を預かる管理会社の責任は重大です。

今後、大規模震災がいつ起こるか分かりませんが、
その際に「一人でも多くの尊い生命を守る‘人的管理’に沿う管理会社となって欲しい」。

そのような想いを込めて震災対応マニュアルやDVDを作成し、普及に努めています。
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3-3. 利益の組立図ゼミの開催
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他社の成功事例を共有するだけでは自然波及は望み難いこの業界において、
先に申し上げたような管理会社の業務課題を解決するにはどうしたら良いのか？

導き出した一つの答えが、

何よりも 「まずは業績を上げられるようにする」 ことでした。

地域価値を創造するためには、
地域守りの活動をサスティナブル事業として継続させなければなりませんが、
当然ながらその理想や想いだけでは、事業として成り立たないからです。

そこで、参加者自身が特に以下の重要性を理解する必要があると考えました。

消費者が起こす行動原理の理解（地域価値の創造）

自分本位な儲け主義からの脱却（社会的課題）

各社だけの取組みによる孤独感や閉鎖感からの解放（社会的課題）

以上のような経緯から課題解決のために開催しているのが、

この 『利益向上の組立図を作る為の特別ゼミ』 です。
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3-3. ‘魚’ではなく‘魚の釣り方’を与えたい

▲申込ページの一部（オンラインストアのプラットフォーム「STORES」より）

全宅管理が主催するセミナーは基本無料で時間も1～2時間
程度のものが多いのですが、本ゼミは初年度は合計6回、
期間も3ヵ月にも渡って開催され費用も1人3万円を徴収。

次年度以降は1日に凝縮する形にカリキュラムを変更し、
各地方で開催するなど模索を続けています。

その特徴として従来までの一方的な講義形式の通俗的な
セミナーとは一線を画していることが挙げられ、
アクティブラーニング形式で効率的にインプットしつつ、
学び合いながらアウトプットを重ねる場として行われました。

様々なお題に基づいて参加者がディスカッションを重ね、
その中で参加者自ら“気づき”を得る点が特徴です。

講義中の資料より抜粋
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3-4. こうした取り組みによる今後の展望

＝ 全宅管理が支部協定を締結している都道府県
（2025年10月時点で42支部）

15

地域価値共創のために必要な地域守りの担い手となりうる管理会社が全国各地に点在し、
不動産業アワードへ出展できるような企業を輩出する‘育成・教育機関’となります。

利益向上の組立図ゼミ㏌山口県支部
（2025年10月開催）

利益向上の組立図ゼミ㏌長野県支部
（2024年2月開催）



ご説明は以上です。
ご清聴ありがとうございました。
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